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　(1) 総括表

（単位：％）

 （注1） 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。

 （注2） [　　]は、令和4年度の数値

　○早期健全化基準

　　・実質赤字比率　　　　11.93％

　　（標準財政規模に応じ、11.25％～15％の間で定めた値）

　　・連結実質赤字比率　　16.93％

　　（実質赤字比率の基準に5％を加算した値）

　　・実質公債費比率　　　25.0％

　　（地方債協議・許可制度における一般単独事業の許可が制限される値）

　　・将来負担比率　　　 350.0％

　　（実質公債費比率の基準に相当する将来負担額の水準と平均的な地方債の償還年

　　　限を勘案し定めた値）

　※健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合

　　　議会の議決を経て、実質赤字比率は実質赤字の解消を、ほかの3つの比率は早

　　期健全化基準未満とすることを目標とした財政健全化計画を定め、公表しなけれ

　　ばならない。

　○財政再生基準

　　・実質赤字比率　　　　20.00％

　　（旧地方財政再建促進特別措置法の起債制限の基準による値）

　　・連結実質赤字比率　　30.00％

　　（実質赤字比率の基準に10％を加算した値）

　　・実質公債費比率　　　35.00％

　　（地方債協議・許可制度における公共事業等の許可が制限される値）

　※健全化判断比率のうち、いずれかが財政再生基準以上の場合

　　　議会の議決を経て、実質赤字比率は実質赤字の解消を、ほかの2つの比率は財

　　政再生基準未満とすることを目標とした財政再生計画を定め、公表しなければな

　　らない。財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を得ない場合は、災害復

　　旧事業以外の事業の財源として地方債を起こすことができない。

[26.0]

連結実質赤字

比　率

16.93

30.00

実質公債費

比　率

9.6

[9.4]

25.0

将来負担比率

1　令和5年度決算に基づく健全化判断比率

350.0

－

11.93

20.00

11.4

35.0

区　分

令和5年度決算

健全化判断比率

早期健全化基準

財政再生基準

実質赤字比率

－ －

－－
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　(2) 実質赤字比率

　　　市税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源としている一般会計等に

　　ついて、歳出に対する歳入の不足額（いわゆる赤字額）を市の一般財源の標準的

　　な規模を表す標準財政規模の額で除したものである。

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：％）

 （注） 実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。

【算定方法】

　※　標準財政規模 ＝ 標準税収入額等＋普通交付税額＋臨時財政対策債発行可能額

　　（地方公共団体の通常収入される経常的一般財源の規模を示すもの）

歳入歳出
差引額

Ｃ(Ａ－Ｂ)

歳出総額

Ｂ

歳入総額

Ａ

1,071,220

0

16

0

272,263

翌年度へ
繰り越す
べき財源

Ｄ

79,844

53,338,492

129,796

188,967

　ア　一般会計等の実質収支額　　　　　　※「一般会計等」＝「普通会計」

港湾事業特別

会計

会　計　名

119,676

188,951

72,815 7,029

0

10,120

　イ　標準財政規模
27,544,659

[27,427,814]

事業特別会計

合　　計

ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ

一般会計

事業特別会計

52,267,272

実　質
収支額

Ｅ(Ｃ－Ｄ)

798,957

3,125

10,120

16

7,029

公共用地先行

取得事業特別

会計

84,963

 うち、臨時財政対策債発行可能額
218,537

[472,504]

81,838

[1,741,454]

1,091,510

[52,621,445]

52,730,552

[54,362,899]

53,822,062

　ウ　実質赤字比率　＝

2.96

3,125

[4.56]

ア　実質収支額　Ｅ欄の合計（マイナスの場合のみ）

イ　標準財政規模

土地区画整理
0

816,106 

[1,251,559][489,895]

275,404

[－]

　ウ　実質赤字比率
　　　（小数点第2位未満切捨て）

実質収支比率（黒字）

（参考)

－
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　(3) 連結実質赤字比率

　　　市の全ての会計の赤字額と黒字額を合算して、市全体としての歳出に対する歳

　　入の資金不足額を、市の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除し

　　たものである。

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：％）

 （注1） 連結実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。

 （注2） 水道事業会計は、広島県水道広域連合企業団へ統合したため、令和5年度から対象外

【算定方法】

イ　標準財政規模
　ウ　連結実質赤字比率　＝

一般会計等の実質収支額の合計

一般会計等以外の特別会計の実質収支額

（2）アのＥ欄の

合計

実質収支額が赤字

合　　　計
2,368,632

[4,552,654]

[27,427,814]

27,544,659
　イ　標準財政規模

[16.59]

資金不足額がある

場合は、マイナス

0

土地区画整理事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

駐車場事業特別会計

公営企業会計の資金不足額又は資金剰余額 1,060,909

1,060,909下水道事業会計

国民健康保険（事業勘定）特別会計

国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計

介護保険特別会計

113,213

11,195

362,097

816,106

491,617

5,112

である場合は、マ

イナス（△）で表

示

連結実質収支比率（黒字）

連結実質赤字額[アの合計]（マイナスの場合のみ）

[－]

（△）で表示

（参考）

　ア　各会計の実質収支額及び資金不足額等

金　額区　　　分 備　考

8.59

0

　ウ　連結実質赤字比率
　　　（小数点第2位未満切捨て）

－
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　(4) 実質公債費比率

　　　市の一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければならない経費である公

　　債費や公債費に準じた経費を市の標準財政規模を基本とした額で除したものの3

　　か年間の平均値である。

（単位：千円）

（単位：％）

　○対前年度増減要因

    オ　実質公債費比率（単年度）

　　　　下水道事業会計における高資本対策費に対する一般会計等からの繰出が令和

　　　4年度で終了したことにより、イ　準元利償還金が減少（令和4年度比 445百万

　　　円減）したため。

　　ク　実質公債費比率（3か年平均）

　　　　令和5年度単年度と令和2年度単年度の比較で0.64654ポイント増加したため。

【算定方法】

　オ　実質公債費比率（単年度）
　　　（小数点第5位未満四捨五入）

10.28464

8.10975

8.75629

カ　　R4

参考　R2

金　額

　ア　地方債の元利償還金
　　　（公債費充当一般財源額）

区　　　分

5,889,933

・密度補正

　ウ　元利償還金・準元利償還金に係る
　　　基準財政需要額算入額

5,398,313

[5,444,632]

9.6

[9.4]
（オ＋カ＋キ）／3

繰上償還額を除く。

備　考

1,939,199

22,146,346

8.75629％

・事業費補正

公営企業会計出資金等

　イ　準元利償還金
1,447,579

1.52835ポイント減

0.2ポイント増

　ク　実質公債費比率（3か年平均）
　　　（小数点第1位未満切捨て）

　オ　実質公債費比率
　　　　（単年度）　＝

ア　地方債の元利償還金 ＋ イ　準元利償還金 －

　ウ　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

エ　標準財政規模 －

[5,812,893]

　ウ　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

　　　　　　　　　　＝

　　　　　　　　　　＝

キ　　R3 9.96056

・災害復旧費等

　エ　標準財政規模
27,544,659

[27,427,814]

[1,892,630]
一部事務組合負担金

債務負担行為額

基準財政需要額
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　(5) 将来負担比率

　　　市の一般会計等が将来的に負担することになっている実質的な負債に当たる額

　　（将来負担額）を把握し、この将来負担額から負債の償還に充てることができる

　　基金等を控除の上、市の標準財政規模を基本とした額で除したものである。

（単位：千円）

（単位：％）

　オ　将来負担比率
　　　（小数点第1位未満切捨て）

金　額

[202,834]

他団体の借入金に対す

下水道事業会計への繰
入等見込額

5,691,771

[5,136,968]

る償還費負担金等

④　組合等が起こした地方債の償還に係る地
　　方公共団体の負担見込額

1,354,907

[92,617]

③　一般会計等以外の特別会計に係る地方債

　　繰入見込額

　　の償還に充てるための一般会計等からの
15,018,627

[19,265,022]

②　債務負担行為に基づく支出予定額
182,550

⑦　連結実質赤字額
0

⑨　地方債の償還額等に充当可能な基金の残
　　高の合計額

14,975,274

[14,362,221]

[0]

⑥　設立法人の負債の額等に係る一般会計等
　　負担見込額

0

[0]

　　　　　計　　ア　将来負担額
80,239,048

[85,864,761]

⑧　組合等の連結実質赤字額に係る一般会計
　　等負担見込額

0

[0]

11.4

　エ　元利償還金・準元利償還金に係る基準
　　　財政需要額算入額

基準財政需要額

[26.0]

・密度補正

　ウ　標準財政規模
27,544,659

[27,427,814]

5,398,313

[5,444,632]

・災害復旧費等

・事業費補正

　　　　　計　　イ　充当可能財源等
77,697,832

[80,129,432]

⑪　地方債現在高等に係る基準財政需要額算
　　入見込額

54,539,837

[57,162,778]

⑩　地方債の償還額等に充当可能な特定の歳
　　入

8,182,721 住宅使用料

[8,604,433] 都市計画税　等

①　一般会計等に係る地方債の現在高

区　　　分 備　考

57,991,193

[61,167,320]

広島県水道広域連合企
業団等への負担見込額

⑤　退職手当支給予定額に係る一般会計等負
　　担見込額

R5は広島県水道広域連
合企業団への派遣職員
分も含む。
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　○対前年度増減要因

　　オ　将来負担比率

　　　　ア　将来負担額のうち、③　一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還

　　　に充てるための一般会計等からの繰入見込額は、下水道事業会計の将来的な元

　　　金償還に一般会計等の負担割合（3か年平均）を乗じて算定することとなって

　　　いる。

　　　　下水道事業会計における高資本対策費に対する一般会計等からの繰出が令和

　　　4年度で終了したことに伴い、下水道事業会計における元金償還金に対する一

　　　般会計等からの繰出金の負担割合（3か年平均）が減少したことに伴い、繰入

　　　見込額が減少（令和4年度比 4,246百万円減）したため。　

【算定方法】

11.4％

2,541,216

22,146,346

14.6ポイント減

　オ　将来負担比率　＝
ア　将来負担額　 － イ　充当可能財源等

ウ　標準財政規模 － エ　元利償還金・準元利償還金に係る

　　　　　　　　　　　　 基準財政需要額算入額

　　　　　　　　　　＝

　　　　　　　　　　＝
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　　一般会計等の実質赤字に当たる公営企業会計における資金不足について、公営企

　業の事業規模に対する比率を表したものである。

　(1) 総括表

（単位：％）

 （注1） 資金不足額がない場合は、「－」を記載している。

 （注2） 水道事業会計は、広島県水道広域連合企業団へ統合したため、令和5年度から対象外

　(2) 法適用企業

　　①　資金不足額

（単位：千円）

 （注1） 流動負債（Ａ）は、控除未払金等の控除額を除いたものである。

 （注2） 流動資産（Ｂ）は、控除財源等の控除額を除いたものである。

 （注3） Ｃ欄がマイナス（△）の場合、資金剰余額となる。

 （注4） 事業の規模（Ｄ）は、営業収益から受託工事収益を除いたものである。

　　②　資金不足比率

（単位：％）

 （注） 資金不足額がない場合は、「－」を記載している。

【算定方法】

　②　資金不足比率　＝
資金不足額　Ｃ（マイナスは、資金剰余額となる。）

事業の規模　Ｄ

－
下水道事業会計

[－]

土地区画整理事業特別会計

資金剰余比率（黒字） 69.6

[84.2]

－

(参考）

[－]

会　計　名 資金不足比率

－

会　計　名

下水道事業会計

事業の規模

Ｄ

資金不足額
又は資金剰余額

Ｃ(Ａ－Ｂ)

514,870 1,575,779 1,523,450△ 1,060,909 

流動負債

Ａ

流動資産

Ｂ

経営健全化基準

[－]

　　　　　　　　 20.0　※会計ごと

2　令和5年度決算に基づく資金不足比率

（小数点第1位未満四捨五入）

下水道事業会計
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　(3) 法非適用企業

　　①　資金不足額

（単位：千円）

 （注1） 歳入額（Ｂ）は、翌年度に繰り越すべき財源を除いたものである。

 （注2） Ｃ欄がマイナス（△）の場合、資金剰余額となる。

 （注3） 事業の規模（Ｄ）は、営業収益に相当する収入から受託工事収益に相当する収入を

　　　　 除いたものである。

　　②　資金不足比率

（単位：％）

 （注） 資金不足額がない場合は、「－」を記載している。

【算定方法】

　②　資金不足比率　＝
資金不足額　Ｃ（マイナスは、資金剰余額となる。）

事業の規模　Ｄ

（参考）

355,990 355,990 0 32,963
土地区画整理事業

歳出額

Ａ

歳入額

Ｂ

資金不足額
又は資金剰余額

Ｃ(Ａ－Ｂ)

事業の規模

Ｄ

特別会計

（小数点第1位未満四捨五入）

資金剰余比率 0.0

[0.0]

－

[－]

土地区画整理事業

特別会計

会　計　名
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※公営企業会計 ※公営企業会計
ごとに算定 ごとに算定

不
良
債
務

地
方
公
共
団
体

特別会計

一般会計

うち
公営企業
会計

一般会計
等

公営事業
会計

資
金
不
足
比
率

一部事務組合・広域連合

地方公社・第三セクター等

総務省資料

（旧制度） （地方公共団体財政健全化法）

実
質
赤
字
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率

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
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率

将
来
負
担
比
率

健全化判断比率等の対象について
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